
 
 

令和６年度 第 2 回松江市地域公共交通会議 議事録 
 

 

１ 日時 令和 6年 7月 25日（木）15:10～16:20 

 

２ 場所 〒690-8540 島根県松江市末次町 86番地 松江市役所新庁舎 3階 第一常任委員会室 

 

３ 出席者 

(１)委員 

石本彰会長、佐川賢一委員（代理：大谷倫広氏）、秦日出海委員、松本光弘委員、鬼村まり子委

員、南場晃委員、佐藤広樹委員、丸山武委員（欠席）、福田宏二委員（欠席）、物部淳治委員（欠

席）、桒原公夫委員、石飛秀人委員、佐藤和彦委員、田中豊委員、森山雄宇委員、山崎勇委員、 

持田安岐子委員 

 

(２)事務局 

まちづくり部交通政策課 

（永井政策監、山﨑課長、藤井室長、渡部係長、坂本主任、船越主任主事、米田主事） 

 

４ 議 題 

 

協議事項 

（１）八雲・忌部地区での AIデマンドバスの試験運行について 

（２）宍道地区での AIデマンドバスの試験運行について 

（３）島根コミュニティバスの路線・ダイヤの見直しについて 

（４）土日祝日限定小学生以下無料乗車イベントの実施に伴う松江市コミュニティバスの運賃無料化

について 

 

５ 議事の要旨 

 

協議事項（１）～（４）について、本会議での合意を得た。 

 

６ 会議経過 別紙のとおり 

 

７ 所管課等 

松江市まちづくり部交通政策課（０８５２-５５-５６６１） 

  



(別紙)会議経過 

事務局 それでは定刻になりましたので、令和 6 年度第 2 回松江市地域公共交通会議を

開催いたします。 

 はじめに本会議会長よりご挨拶申し上げます。 

 

石本会長 本日はご多忙の中お集まりいただきありがとうございます。 

本日の地域公共交通会議では、10 月からの AI デマンドバス試験運行及び複数

の案件について協議をしますので、慎重な審議をお願いし、ご挨拶とさせていた

だきます。 

 

事務局 それでは、会議資料の確認をお願いします。 

（資料確認） 

本日ご出席の皆様については、委員名簿にてご確認をお願いします。 

本会議には、松江市地域公共交通会議設置要綱第 3 条(8)その他松江市長がその

都度必要と認める者として、八雲公民館 桒原館長、忌部公民館 石飛館長、宍道

公民館 佐藤館長、島根公民館 田中館長、有限会社いやタクシー 森山社長、日本

交通株式会社 山崎係長、有限会社クリーンサービス 持田専務の 7 名にご出席い

ただいております。 

会議中に発言いただく場合は、所属、氏名をいただいた後、発言いただきます

ようお願いいたします。 

なお、本会議の議長は要綱第 4 条第 2 項の規定により、会長が務めます。 

それでは、議長より議事進行を行います。 

 

石本会長 規定により議長を務めさせていただきます。 

 

それでは、まず初めに本会議の提出案件は、事務局より非公開案件ではないと

報告を受けているため、松江市情報公開条例並びに松江市地域公共交通会議設置

要綱第 4 条第 6 項の規定に基づき、公開により行いたいと思いますが、異議はご

ざいませんか。 

 

〈異議なし確認後〉 

異議がありませんので、公開により行います。 

 

それでは、議事に移ります。 

本日は協議事項４件となります。 

 

では、協議事項にうつります。 

協議事項１「八雲・忌部地区 AI デマンドバス試験運行について」事務局より説

明をお願いします 



事務局 協議事項１について説明。 

石本会長  説明が終わりました。 

 委員の皆様から質疑がございますか。 

石飛委員  ドライバーが八雲・忌部地区で待機する場所はどこなりますか。 

事務局  現在決まっているのは忌部公民館のみです。集会所など公衆トイレがある場所

を待機場所とさせていただきたいと考えています。 

桒原委員 朝の定時定路線運行について、八雲小学校より時間変更してほしいとの申し出

を受けており、10 月 1 日から対応していただきたい。 

事務局  その話はまだ事務局では伺っておらず、学校へ確認し対応します。 

秦委員  質問ではなく、業界としての意見を述べさせていただきます。 

 八束地区で導入されて以降、タクシーと同じような形で、安価に運行されてい

る。タクシー業界としては反対の立場を市に伝えています。 

10 月の試験運行については改善すべき点があれば求めていきたいと考えてい

ます。 

石本会長 他にございませんか。 

⇒なし 

それでは、本件については合意いただくことでよろしいでしょうか。 

 ⇒委員の合意を確認。 

 

皆様の合意をいただきましたので、手続きを進めていただくようお願いします。 

 

続きまして協議事項 2 宍道地区 AI デマンドバスの試験運行について説明をお

願いします。 

 

事務局  協議事項 2 について説明 

 

石本会長  説明が終わりました。 

 委員の皆様から質疑がございますか。 

佐藤委員 

（宍道公民館） 

 説明会の実施について、状況はどうか。 

事務局 説明会は 8 月より実施予定、要望があれば追加して説明会を行います。 

持田委員 既に 10 月を跨いだ定期券を持っておられる方は、10 月以降も使用できますか。 

回数券も同様に使用できますか。 

事務局  10 月以降も使用可能です。 

石本会長 他にございませんか。 

⇒なし 

それでは、本件については合意いただくことでよろしいでしょうか。 

 ⇒委員の合意を確認。 



 

皆様の合意をいただきましたので、手続きを進めていただくようお願いします。 

 

続きまして協議事項 3 島根コミュニティバスの路線・ダイヤの見直しについて

説明をお願いします。 

事務局 協議事項 3 について説明 

石本会長  説明が終わりました。 

 委員の皆様から質疑がございますか。 

⇒なし 

それでは、本件については合意いただくことでよろしいでしょうか。 

 ⇒委員の合意を確認。 

 

皆様の合意をいただきましたので、手続きを進めていただくようお願いします。 

 

続きまして協議事項 4 土日祝日限定小学生以下無料乗車イベントの実施に伴う

松江市コミュニティバスの運賃無料化について説明をお願いします。 

 

事務局 協議事項４について説明 

石本会長  説明が終わりました。 

 委員の皆様から質疑がございますか。 

佐藤委員 

（交通局） 

 無料乗車イベントの状況について紹介させていただきます。 

 いろいろな所に出かけて楽しかった、思い出になったと好評をいただいており、

親は有料だが一緒に乗車されています。委員の皆様にも周知をしていただきたい

と考えております。 

石本会長 他にございませんか。 

⇒なし 

それでは、本件については合意いただくことでよろしいでしょうか。 

 ⇒委員の合意を確認。 

 

皆様の合意をいただきましたので、手続きを進めていただくようお願いします。 

 

せっかくの機会ですので、委員の皆様から何かご質問、ご意見、周知したいこ

と等ありましたらお願いします。 

松本委員 AI デマンドバスの住民周知はいつになりますか。 

事務局 住民を対象とした説明会を 8 月から開催します。パンフレットの全戸配布も 8

月末に行う予定です。 

桒原委員 車両の定員 10 人以上、5 人以上とは乗客の定員ですか。 

事務局 乗客ではなく、運転手も含めた人数で、乗客としては 8 名、4 名の車両となり

ます。 

石本会長 様々なご意見をありがとうございました。 



それでは、本日の協議事項については以上となりますので、進行を事務局にお

返しします。 

事務局 それでは、以上をもちまして、令和 6 年度第 2 回松江市地域公共交通会議を閉

会します。 

 

ありがとうございました。 

 


